
議案第２６号 

 

三田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改 

正する条例の制定について 

 

三田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり定める。 

 

平成２７年２月２６日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    
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三田市条例第  号 

 

三田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改 

正する条例 

 

三田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４０年三田市条

例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１号中「居住する者」を「居住し、勤務し、又は通学する者」に改め、

同条に次の１号を加える。 

(4) 団長が特に必要と認める者 

別表中 

「    

を 

 警戒手当 １回 ２，０００円  

 式日手当 １回 １，１００円  

 訓練手当 １回 ２，３００円以内  

 水・火災出動手当 １回 １，８００円  

   」 

「    

に改める。 

 水・火災等災害出動手当 １回 ３，０００円  

 水・火災等災害以外の出動手当 １回 ２，５００円  

   」 

付 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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